
（様式第１号）

○申請に対する処分の審査基準・標準処理期間

中央卸売市場

休業・休日営業の承認

徳島市中央卸売市場業務条例施行規則

第４条

（電話 ６２８－２７５９）

（休業，休日営業承認手続）
第４条 卸売業者，仲卸業者又は関連事業者は，開業日に休業し，又は
休日に営業しようとするときは，あらかじめ休業・休日営業承認申請
書を市長に提出してその承認を受けなければならない。

＊ 休業・休日営業承認申請書は，別紙様式第１号とする。

原則として、申請があった場合には承認を行う。

設定等年月日 平成２４年 ８月 １日設定（平成 年 月 日最終変更）

標準処理期間 総日数 ３日（休日を除く）

（設定しない
ものについて
はその理由）

設定等年月日 平成２４年 ８月 １日設定（平成 年 月 日最終変更）
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